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１ 事業概要 

(1) 事業形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 使用料形態 

 

  

団 体 名

事 業 名

策 定 日

計 画 期 間

高知市

高知市卸売市場事業特別会計

令和３年３月

令和２年度～令和11年度

法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分
非適 事業開始年月日

青果 中央卸売市場

水産
地方卸売市場

（H26.3.31～）

前 回 の 移 転 又 は

再 整 備 年 度
昭和42年度

次 回 再 整 備

予 定 年 度

広 域 化 実 施 状 況

ア 民間委託

イ 指定管理制度

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ

昭和5年1月1日

職 員 数 12人 市 場 種 別 区 分

未定

該当なし

民 間 活 用 の 状 況

該当なし

該当なし

該当なし

売 上 高 割 使 用 料 の

概 要 ・ 考 え 方

施 設 使 用 料 の

概 要 ・ 考 え 方

使 用 料 改 定 年 月 日
( 消費税のみの改定は含まない）

 売上高割使用料を充てるべき経費は，原則として，償却費，

修繕費，管理事務費及び地代としている。

 条例及び規則に基づき，卸売事業者又は仲卸事業者から徴収

し，売上高割使用料の金額は，卸売金額又は買い入れた物品の

1000分の2.5と設定(令和2年8月1日に1000分の3.0から減額）。

 施設使用料を充てるべき経費は，原則として，償却費，修繕

費，管理事務費及び地代としている。

 条例及び規則に基づき，施設ごとに設定した単価により算定

した使用料を徴収（令和2年8月1日に関連事業者営業所使用料等

の建物設備使用料の一部について単価を減額）。

令和2年8月1日
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(3) 現在の経営状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三か年度の年間取扱高を見ると野菜，果実及び水産物とも減少傾向であり，このことに

より，使用料収入も減収している。 

本卸売市場事業特別会計は，経常収支比率，経費回収率とも 100％を下回っている。ま

た，他会計補助金比率も 40%を超えていることから，他会計に依存した経営状況にある。 

 企業債残高料金対収入比率が高い要因は，過去に投資した資産に係る起債の償還が行わ

れているためであり，これらの起債の償還は，令和 12 年度までを予定している。 

〇「経常収支比率」 

 経常経費が経常収益でどの程度まで賄われているかを示す数値で，100％以上が望ましいとされて

いる。 

〇「経費回収率」 

 経営状況の健全性を示す数値で 100％が良いとされている。 

〇「他会計補助金比率」 

 一般会計への依存度を示す数値で，低い方が良いとされている。 

〇「有形固定資産原価償却率」 

 資産の老朽度の程度を示すもので，高いほど老朽化が進んでいるとされる。 

〇「企業債残高対料金収入比率」 

 料金収入に対する起債残高の割合を示す数値で低いほどよいとされる。 

年度 野菜 果実 水産物 合計
年間取扱高 H29年度 36,793 14,030 11,479 62,302

（ｔ） H30年度 35,246 12,788 11,143 59,177
R元年度 34,905 12,212 10,771 57,888

年度 野菜 果実 水産物 合計
H29年度 9,969 5,634 9,424 25,027
H30年度 9,310 5,162 8,735 23,207
R元年度 8,729 4,750 8,214 21,693

年間税込

売上高

（百万円）

H29年度 H30年度 R元年度

75.5% 73.6% 71.8%

42.1% 40.3% 39.8%

42.6% 42.9% 43.0%

37.3% 39.6% 41.9%

388.2% 353.4% 315.2%企業債残高対料金収入比率

経常収支比率

経費回収率

他会計補助金比率

有形固定資産原価償却率
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２ 将来の事業環境 

(1) 取扱高(t)の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本卸売市場では，人口減少，市場外流通の進展，ライフスタイルの変化に伴う消費量の

低迷など，流通環境の変化により取扱高は減少傾向であり，この傾向は，今後も続くと思

われる。 

取扱高の推計は，平成 22 年度から令和元年度までの取扱高の状況を基に行った。野菜，

果実及び水産物の合計で，令和 6 年度は，約５万２千トン，令和 11 年度については，約

４万５千トンと推計した。 
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(2) 使用料収入の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施設の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本卸売市場の主な使用料収入は，売上高割使用料である「卸売業者市場使用料」，施設

使用料である「建物設備使用料」及び「駐車場使用料」である。卸売業者市場使用料につ

いては，取扱高の減少に伴い減収を見込んでいるが，建物設備使用料及び駐車場使用料に

ついては，空き店舗対策等を継続して行うことにより，概ね横ばいで推移すると見込んで

おり，計画期間中の使用料収入の総計を 2,237,660 千円と推計した。 

主な施設の貸付状況(令和3年1月末時点）

貸付対象

面積（㎡）

貸付面積

（㎡）

稼働率

（％）

4,483 4,001 89.2%

1,391 928 66.7%

2,319 1,518 65.4%

1,242 543 43.7%

8,203 8,054 98.1%

2,250 2,106 93.6%

2,277 2,145 94.2%

1,858 1,795 96.6%

3,785 1,692 44.7%

682 682 100.0%

青果卸売場棟（卸売場棟2階除く）

区分

鮮魚卸売場棟（卸売場棟2階除く）

うち，仲卸店舗等

塩干卸売場棟（卸売場棟2階除く）

うち，仲卸店舗等

管理棟

うち，仲卸店舗等

卸売場棟２階

青果仲卸倉庫棟

関連店舗棟
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管理棟 

鮮魚卸売場棟 

塩干卸売場棟 

青果卸売場棟 

青果仲卸倉庫棟 

主な市場施設の配置 

関
連
店
舗
棟 
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(4) 組織の見通し 

 

  

市場施設は，昭和 60 年度に固定桟橋，平成元年度に関連店舗棟，平成 9 年度に青果仲

卸倉庫棟が竣工し，平成 11 年度から平成 17 年度にかけて卸売場棟の大規模改修が行われ

ている。また，平成 17 年度には，管理棟が竣工している。 

 本経営戦略の計画期間中は，これらの施設の修繕を中心とした施設改修を行うことによ

り，施設の⾧寿命化を目指すが，⾧期的には，稼働率が徐々に低下している関連店舗棟の

利活用が課題である。 

現体制は，正職員が市場⾧以下 12 名，会計年度任用職員（取引業務監視員）2 名であ

る。取引業務の監視については，3 名体制で行っているが，うち２名を取引業務監視員に

より行っている。 

本卸売市場の管理棟は，津波避難ビルの指定を受け，周辺地域の防災拠点施設にもなっ

ていることから，大地震等による大規模災害時には，その対応が必要となってくる。 

このような中，本卸売市場の管理運営にあたっては現状の体制が必要であるが，今後と

も，事務の効率化などに引き続き取り組んでいく。 

市場施設整備に係る概算費用 （単位：千円）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 合  計

卸売場 0 0 272,127 59,907 248,153 67,631 20,401 17,587 33,181 167,134 886,121

仲卸倉庫 0 130,120 1,146 56,296 19,262 0 0 16,278 530 0 223,632

関連店舗 7,159 53,450 0 98,269 5,414 983 0 3,859 1,170 81,512 251,816
管理部及び

共用部 11,750 4,830 7,199 0 24,141 23,399 7,169 0 2,291 12,458 93,237

外構ほか 26,591 2,600 16,858 153,278 16,318 262,275 0 0 0 0 477,920

合  計 45,500 191,000 297,330 367,750 313,288 354,288 27,570 37,724 37,172 261,104 1,932,726
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３ 経営の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 生鮮食料品等の安定供給基地としての機能の維持 

② 公正かつ透明性のある取引環境の確保 

③ 効果的な市場施設整備による市場内流通の円滑化 

本卸売市場は，高知市民・県民の台所として 90 年にわたり生鮮食料品等の安定供給に努

めてきた。しかし，卸売市場を取り巻く環境は，急激に変化し，年々厳しさを増している。 

このような中，本卸売市場の経営の基本方針を次のとおりとする。 



４ 投資・財政計画（収支計画） 

8 
 

４ 投資・財政計画（収支計画） 

(1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり（ｐ１２及びｐ１３） 

 

 

(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

 

① 収支計画のうち投資についての説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 

 

 

 

 

  

目 標

・建物設備使用料収入の現状維持

・一般会計繰入金の確保

・適正な起債の借入

 財源については，使用料収入を主とするが，一般会計からの繰入金を確保しな

がら運営する。起債の借入については，後年度の負担が過度にならないよう配慮

する。

 民間業者が設置している太陽光発電施設については，目的外使用の許可を今後

とも行い，収入に充てる。

 光熱水費のうち，電気については，新電力の活用も視野に入れ今後検討する。

また，照明設備改修の際に省電力であるＬＥＤを使用する。

目 標
・既存施設の適切な改修により市場施設の⾧寿命化を図る。

・特定年度に整備が偏らないように配慮し事業費を平準化する。

 令和２年５月に策定した高知市卸売市場施設⾧寿命化計画（以下「⾧寿命化計

画」という。）に基づき，適切な周期による改修を行うことにより市場施設の⾧

寿命化を図る。
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(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

民 間 活 用
 現時点では，直営による運営をしているが，今後，指定管理者

制度等について研究する。

投 資 の 平 準 化
 ⾧寿命化計画に基づき，適切な周期に改修，修繕を行うことに

より，特定年度に整備が偏らないように配慮する。

広 域 化

 市場間連携などの広域化は，集荷，販売の効率化が期待できる

が，特定の市場に荷物が集中するなど販売面の競合という課題も

あることから，今後，調査，研究する。

そ の 他 の 取 組

 卸売市場から原材料を供給して市場施設内で加工食品を製造す

る等の卸売市場の活性化につながる業務に取り組む場合，既存施

設の活用や改修を通じて支援する。

使 用 料

 卸売会社から徴収する卸売業者市場使用料は，取扱高が減少し

ていることから減収傾向にあるが，仲卸業者から徴収する仲卸業

者市場使用料については，市場法の改正に伴い，卸売業者以外の

者からの買受けが出来るように緩和されたことから，徴収に努め

る。

 建物設備使用料については，引き続き空き店舗対策を行うこと

により，現状維持を目指す。

企 業 債
 適切な施設整備を行うために，財政部門とも連携し，適正な借

入を行う。

繰 入 金

 一般会計からの繰入金は，現在，管理棟及び立体駐車場に係る

元利償還金に充当される繰入金を除き，繰出基準内での運用を

行っており，今後とも同様の考え方での運用を目指す。

資産の有効活用等に

よる収入増加の取組

 空き店舗対策については，新規参入者への働きかけのみなら

ず，既存業者の事業拡大による市場施設の利用を働き掛ける。

そ の 他 の 取 組
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③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委 託 料
 場内警備や清掃業務等の委託料については，委託をする業務内

容の精査を引き続き行い，委託料の抑制を目指す。

管 理 運 営 費
 施設の修理・修繕については，安全性や緊急度を踏まえ必要最

小限の範囲で実施する。

職 員 給 与 費
 事務の効率化や職員の新陳代謝により，職員給与費の抑制を目

指す。

そ の 他 の 取 組
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５ 公営企業として実施する必要性など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 経営戦略の事後検証，改定等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 営 戦 略 の 事 後 検 証

改 定 等 に 関 す る 事 項

 本経営戦略は，計画期間を令和２年度～令和11年度の10年間とし

ているが，中間年度にあたる令和６年度に事後検証を行い，必要に

応じて改定を行う。

事 業 の 意義 ， 提 供 する

サ ー ビ ス自 体 の 必 要性

 卸売市場が有する集荷及び分荷，価格形成等の調整機能は重要で

ある。卸売市場が，卸売業者の集荷機能，仲卸業者の目利き機能等

を果たすことにより，食品等流通の核として高知市民・県民に安定

的に生鮮食料品等を供給する役割を担っており，今後ともこの役割

を果たしていく必要がある。

公営企業として実施する

必 要 性

 卸売市場は，生鮮食料品等の公正な取引の場として，特定の取引

参加者を優遇する差別的取扱いの禁止のほか，取引条件や取引結果

の公表等公正かつ透明を旨とする共通の取引ルールを遵守するとと

もに安定的な業務運営を行うなどの高い公共性が求められている。

 また，本卸売市場は浦戸湾内にあり，管理棟が津波避難ビルに指

定されているなど，周辺地域の防災拠点にもなっている。このた

め，大規模災害発生時には，避難所の運営にあたる必要がある。

 このような状況から，現時点では，公営企業として実施する必要

があると考えている。
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03

1
40

6,
42

1
40

1,
56

4
（

１
）

(B
)

24
4,

24
1

23
9,

29
0

21
4,

68
0

22
2,

18
0

22
0,

69
3

21
9,

24
4

21
7,

83
2

21
6,

45
7

21
5,

11
7

21
3,

81
3

21
2,

54
1

21
1,

30
3

ア
24

4,
24

1
23

9,
29

0
21

4,
68

0
22

2,
18

0
22

0,
69

3
21

9,
24

4
21

7,
83

2
21

6,
45

7
21

5,
11

7
21

3,
81

3
21

2,
54

1
21

1,
30

3
イ

(C
)

ウ
（

２
）

20
1,

32
6

19
1,

95
3

22
6,

49
1

19
1,

74
3

18
8,

96
0

18
3,

99
9

19
2,

87
6

18
6,

74
2

19
9,

07
0

19
1,

21
8

19
3,

88
0

19
0,

26
1

ア
11

3,
38

8
10

9,
51

8
14

5,
35

2
11

2,
09

5
10

3,
54

7
10

1,
08

6
10

1,
54

2
10

2,
09

2
10

6,
32

3
10

8,
30

4
10

8,
46

6
10

7,
34

8
イ

87
,9

38
82

,4
35

81
,1

39
79

,6
48

85
,4

13
82

,9
13

91
,3

34
84

,6
50

92
,7

47
82

,9
14

85
,4

14
82

,9
13

２
(D

)
34

4,
18

0
33

5,
04

3
35

8,
11

5
35

0,
48

0
32

4,
47

1
31

7,
27

9
31

8,
80

8
32

0,
72

7
33

3,
61

4
34

0,
95

0
34

2,
78

3
34

0,
41

4
（

１
）

30
5,

74
4

30
1,

07
5

32
8,

03
6

32
4,

79
2

30
1,

33
4

29
4,

46
1

29
4,

77
9

29
5,

63
3

30
5,

73
8

31
3,

49
7

31
6,

59
1

31
5,

55
4

ア
91

,4
79

89
,5

22
88

,1
12

87
,6

59
90

,5
80

90
,5

39
90

,4
97

90
,4

56
90

,4
15

90
,3

73
90

,3
32

90
,2

91

イ
21

4,
26

5
21

1,
55

3
23

9,
92

4
23

7,
13

3
21

0,
75

4
20

3,
92

2
20

4,
28

2
20

5,
17

7
21

5,
32

3
22

3,
12

4
22

6,
25

9
22

5,
26

3
（

２
）

38
,4

36
33

,9
68

30
,0

79
25

,6
88

23
,1

37
22

,8
18

24
,0

29
25

,0
94

27
,8

76
27

,4
53

26
,1

92
24

,8
60

ア
38

,4
36

33
,9

68
30

,0
79

25
,6

88
23

,1
37

22
,8

18
24

,0
29

25
,0

94
27

,8
76

27
,4

53
26

,1
92

24
,8

60

イ
３

(E
)

10
1,

38
7

96
,2

00
83

,0
56

63
,4

43
85

,1
82

85
,9

64
91

,9
00

82
,4

72
80

,5
73

64
,0

81
63

,6
38

61
,1

50
1

(F
)

16
5,

25
0

18
3,

54
4

23
2,

02
9

36
9,

17
1

45
0,

32
4

51
0,

62
8

45
2,

22
4

44
7,

44
3

80
,9

80
90

,7
21

96
,9

64
32

6,
93

4
（

１
）

6,
60

0
14

,8
00

45
,5

00
19

1,
00

0
29

7,
30

0
36

7,
70

0
31

3,
20

0
35

4,
20

0
27

,5
00

37
,7

00
37

,1
00

26
1,

10
0

（
２

）
14

6,
26

3
14

8,
70

3
15

1,
24

5
15

4,
18

8
15

3,
02

4
14

2,
92

8
13

9,
02

4
93

,2
43

53
,4

80
53

,0
21

59
,8

64
65

,8
34

（
３

）
（

４
）

（
５

）
（

６
）

（
７

）
12

,3
87

20
,0

41
35

,2
84

23
,9

83
２

(G
)

26
7,

14
9

27
9,

74
4

31
5,

08
5

46
6,

02
0

56
9,

56
3

61
9,

32
3

55
6,

51
5

51
7,

48
3

12
1,

13
3

13
0,

09
9

14
2,

96
0

37
8,

55
1

（
１

）
6,

65
1

14
,8

01
45

,5
00

19
1,

00
0

29
7,

33
0

36
7,

75
0

31
3,

28
8

35
4,

28
8

27
,5

70
37

,7
24

37
,1

72
26

1,
10

4

（
２

）
(H

)
26

0,
49

8
26

4,
94

3
26

9,
58

5
27

5,
02

0
27

2,
23

3
25

1,
57

3
24

3,
22

7
16

3,
19

5
93

,5
63

92
,3

75
10

5,
78

8
11

7,
44

7

（
３

）
（

４
）

（
５

）
３

(I
)

△
 1

01
,8

99
△

 9
6,

20
0

△
 8

3,
05

6
△

 9
6,

84
9

△
 1

19
,2

39
△

 1
08

,6
95

△
 1

04
,2

91
△

 7
0,

04
0

△
 4

0,
15

3
△

 3
9,

37
8

△
 4

5,
99

6
△

 5
1,

61
7

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

営
業

外
費

用
支

払
利

息

令
和

8年
度

令
和

3年
度

収 益 的 支 出

総
費

用
営

業
費

用
職

員
給

与
費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

令
和

9年
度

収 益 的 収 入

総
収

益
営

業
収

益
料

金
収

入
受

託
工

事
収

益

令
和

4年
度

令
和

5年
度

令
和

6年
度

令
和

7年
度

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

う
ち

職
員

給
与

費
地

方
債

償
還

金
う

ち
資

本
費

平
準

化
債

償
還

金
他

会
計

⾧
期

借
入

金
返

還
金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入
地

方
債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債
他

会
計

補
助

金
他

会
計

借
入

金
固

定
資

産
売

却
代

金
国

（
都

道
府

県
）

補
助

金
工

事
負

担
金

投
資

・
財

政
計

画
（

収
支

計
画

）

資   本   的   収   支

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

う
ち

一
時

借
入

金
利

息
う

ち
資

本
費

平
準

化
債

分
そ

の
他

収
支

差
引

(A
)-

(D
)

そ
の

他
営

業
外

収
益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

収   益   的   収   支
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様
式

第
２

号
（

法
非

適
用

企
業

）

（
単

位
：

千
円

，
％

）

年
 

 
 

 
 

 
度

前
々

年
度

前
年

度
本

年
度

平
成

30
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

(J
)

△
 5

12
△

 3
3,

40
6

△
 3

4,
05

7
△

 2
2,

73
1

△
 1

2,
39

1
12

,4
32

40
,4

20
24

,7
03

17
,6

42
9,

53
3

(K
)

1,
00

0
(L

)
1,

51
2

(M
)

33
,4

06
67

,4
63

90
,1

94
10

2,
58

5
90

,1
53

49
,7

33
25

,0
30

7,
38

8
(N

)
△

 3
3,

40
6

△
 6

7,
46

3
△

 9
0,

19
4

△
 1

02
,5

85
△

 9
0,

15
3

△
 4

9,
73

3
△

 2
5,

03
0

△
 7

,3
88

2,
14

5
(O

)
(P

)
2,

14
5

(Q
)

33
,4

06
67

,4
63

90
,1

94
10

2,
58

5
90

,1
53

49
,7

33
25

,0
30

7,
38

8

(S
)

24
4,

24
1

23
9,

29
0

21
4,

68
0

22
2,

18
0

22
0,

69
3

21
9,

24
4

21
7,

83
2

21
6,

45
7

21
5,

11
7

21
3,

81
3

21
2,

54
1

21
1,

30
3

15
.1

30
.7

41
.4

47
.3

41
.9

23
.2

11
.7

3.
4

（
T

)

(U
)

35
6,

84
9

39
9,

35
5

44
2,

40
7

49
0,

69
3

53
9,

76
8

57
7,

11
2

61
2,

51
8

61
8,

85
8

60
3,

46
9

58
4,

65
8

56
6,

65
8

53
9,

67
8

(V
)

24
4,

24
1

23
9,

29
0

21
4,

68
0

22
2,

18
0

22
0,

69
3

21
9,

24
4

21
7,

83
2

21
6,

45
7

21
5,

11
7

21
3,

81
3

21
2,

54
1

21
1,

30
3

(W
)

(X
)

2,
02

1,
09

0
1,

77
0,

94
7

1,
54

6,
86

3
1,

46
2,

84
4

1,
48

7,
91

1
1,

60
4,

03
8

1,
67

4,
01

1
1,

86
5,

01
6

1,
79

8,
95

3
1,

74
4,

27
8

1,
67

5,
59

0
1,

81
9,

24
3

○
他

会
計

繰
入

金
（

単
位

：
千

円
）

年
 

 
 

 
 

 
度

前
々

年
度

前
年

度
本

年
度

平
成

30
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

11
3,

38
8

10
9,

51
8

14
5,

35
2

11
2,

09
5

10
3,

54
7

10
1,

08
6

10
1,

54
2

10
2,

09
2

10
6,

32
3

10
8,

30
4

10
8,

46
6

10
7,

34
8

11
0,

84
1

10
7,

20
2

11
2,

70
7

11
0,

28
2

10
1,

96
9

99
,7

48
10

0,
44

8
10

1,
23

7
10

5,
65

9
10

7,
77

5
10

8,
07

4
10

7,
09

6
2,

54
7

2,
31

6
32

,6
45

1,
81

3
1,

57
8

1,
33

8
1,

09
4

85
5

66
4

52
9

39
2

25
2

14
6,

26
3

14
8,

70
3

15
1,

24
5

15
4,

18
8

15
3,

02
4

14
2,

92
8

13
9,

02
4

93
,2

43
53

,4
80

53
,0

21
59

,8
64

65
,8

34
13

0,
24

9
13

2,
47

1
13

4,
79

2
13

7,
51

0
13

6,
11

6
12

5,
78

6
12

1,
61

4
81

,5
98

46
,7

82
46

,1
88

52
,8

94
58

,7
24

16
,0

14
16

,2
32

16
,4

53
16

,6
78

16
,9

08
17

,1
42

17
,4

10
11

,6
45

6,
69

8
6,

83
3

6,
97

0
7,

11
0

25
9,

65
1

25
8,

22
1

29
6,

59
7

26
6,

28
3

25
6,

57
1

24
4,

01
4

24
0,

56
6

19
5,

33
5

15
9,

80
3

16
1,

32
5

16
8,

33
0

17
3,

18
2

(Q
)

収
支

再
差

引
(E

)+
(I

)
積

立
金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金
前

年
度

繰
上

充
用

金
形

式
収

支
(J

)-
(K

)+
(L

)-
翌

年
度

へ
繰

り
越

す
べ

き
財

源
実

質
収

支
黒

字
(N

)-
(O

)
赤

字

11
.7

3.
5

収
益

的
収

支
比

率
（

×
10

0
）

71
.9

70
.3

15
.0

30
.6

41
.1

47
.1

41
.6

23
.1

赤
字

比
率

（
×

10
0

）

73
.7

(B
)-

(C
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
16

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

66
.2

68
.7

70
.9

33
,4

06
67

,4
63

(D
)+

(H
)

(A
)

93
.5

90
.6

87
.7

合
計

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

収
益

的
収

支
分

地
方

債
残

高

令
和

4年
度

令
和

5年
度

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

3年
度

73
.1

83
.3

97
.0

49
,7

33
25

,0
30

7,
38

8
90

,1
94

10
2,

58
5

90
,1

53

営
業

収
益

−
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る

資
金

不
足

の
比

率
((

R
)/

(S
)×

10
0)

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
健

全
化

法
施

行
令

第
17

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模
健

全
化

法
第

22
条

に
よ

り
算

定
し

た

資
金

不
足

比
率

(（
T

）
/（

V
）

×
10

0)

他
会

計
借

入
金

残
高

投
資

・
財

政
計

画
（

収
支

計
画

）

令
和

3年
度

令
和

4年
度

令
和

5年
度

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度


